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★タイトル地区計画の変更に関する都市計画案の説明会

～中野四丁目地区地区計画における地区整備計画の変更について～

平成２３年５月２０日金曜日
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★地区の現況と経緯

中野四丁目地区地区計画

１．地区の現況と経緯

3

位 置 ： 中野区中野四丁目、新井二丁目及び
野方一丁目各地内

面 積 ： 約１８．０ha

現 況

商業地域

再開発等促進区及び
地区整備計画の区域

（約16.8ha）
早稲田通り

600％

第一種中高層
住居専用地域

近隣商業地域
400％

200％

地区計画の区域
（約18.0ha）

中野駅
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・平成１９年 ４月 「中野四丁目地区地区計画」都市計画決定

・平成２１年 ６月 都市計画変更（区域１－１、１－２、４、５ 地区整備計画変更）

現況と経緯

区域２ 区域３区域2-1

区域3-1 区域3-2

再開発等促進区及び
地区整備計画の区域

今回変更区域（地区整備計画変更）

区域１

区域４

区域５

区域６
区域1-2

区域1-1

区域3-3

地区計画の区域

・今回変更区域（地区整備計画変更）

区域 面積 用途 事業者

２ ２－１ 約１．２ha 寄宿舎・学校・店舗 学校法人早稲田大学

３

３－１ 約０．５ha 警察署・寄宿舎 東京都（警視庁）

３－２ 約１．２ha 学校（中学校） 中野区

３－３ 約０．７ha 都市計画公園 中野区
5

上位計画での位置づけ

中野駅周辺地区まちづくりガイドライン2007（H.20.10一部修正）

区域2-1 区域3-2

区域3-3

区域3-1

中野四丁目地区
地区計画の区域
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施設計画 概要

★早稲田大学

２．施設計画の概要

（１） 早稲田大学の整備について

中野四丁目地区地区計画

7

位置図

東京警察病院
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計画の概要

名称 早稲田大学（仮称）中野国際コミュニティプラザ

用途 寄宿舎、学校、店舗

寮生数 約960人（予定）

教室数
小教室11室、中教室1室、大教室1室、
多目的ホール2室

着工時期 平成24年2月（予定）

供用開始時期 平成26年4月（予定）

9

建築物の概要

敷地面積 約7,710㎡（早稲田通り拡幅前、約7,950㎡）

延べ面積 約30,670㎡（容積対象床面積約28,520㎡）

容積率 約370％容積率 約

建築面積 約3,800㎡

建ぺい率 約49％

階数 地下1階、地上11階、塔屋1階

建物高さ 約43ｍ

駐車台数 21台

駐輪台数 825台（寄宿舎用700台、学校用100台、店舗用25台）
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配置計画

早稲田通り

11

公共空地等の整備

ー
ス
）

歩行者空間に面してオープンス
ペースを整備し、賑わいとみどり
あふれる歩行者空間を形成する。

歩行者空間確保のため、沿道に
歩道状空地を整備する。（歩道
から2ｍの範囲は地区施設）

早
稲

田
通

り
（

み
ど
り
の
軸
）

緑
の
軸

、
沿
道

型
オ
ー

プ
ン
ス
ペ

中
野

区
画
街
路
第
1
号
線
（
緑

早稲田通りと中野区画街路第
１号線を結ぶ貫通通路（幅員
4ｍ）を整備し、歩行者ネッ
トワークを形成する。

早稲田通りの道路拡幅予
定地を歩道状に整備する。
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風環境

• 計画建物建設前

領域区分
年平均風速相当

（累積頻度55％の風速）
日最大風速の年平均相当
（累積頻度95％の風速）

記号

Ａ 住宅地相当 ≦1.2m/s ≦2.9m/s

Ｂ 低中層市街地相当 ≦1.8m/s ≦4.3m/s

Ｃ 中高層市街地相当 ≦2.3m/s ≦5.6m/s

Ｄ 強風地域相当 ＞2.3m/s ＞5.6m/s

13

風環境

• 計画建物建設後（対策後）

領域区分
年平均風速相当

（累積頻度55％の風速）
日最大風速の年平均相当
（累積頻度95％の風速）

記号

Ａ 住宅地相当 ≦1.2m/s ≦2.9m/s

Ｂ 低中層市街地相当 ≦1.8m/s ≦4.3m/s

Ｃ 中高層市街地相当 ≦2.3m/s ≦5.6m/s

Ｄ 強風地域相当 ＞2.3m/s ＞5.6m/s
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２ 施設計画の概要

★警察署・宿舎

２．施設計画の概要

（２） 警察庁舎・宿舎の整備について

中野四丁目地区地区計画

1515

位置図

野方警察署

1616
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計画の概要

名称 警視庁野方庁舎（仮称）

用途 警察署、寄宿舎

職員数 約100人

居住人口（宿舎） 約60人

着工時期 平成24年6月（予定）

17

竣工時期 平成26年10月（予定）

17

建築物の概要

敷地面積 約3,600㎡

延べ面積 約9,000㎡（容積対象床面積約7,200㎡）

容積率 約200％

建築面積 約1,030㎡

建ぺい率 約29％

階数 地下1階、地上9階、塔屋1階

18

建物高さ 約36.15ｍ

駐車台数 33台

駐輪台数 寄宿舎用62台 ほか55台

18
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イメージパース

1919

配置計画

■南立面イメージ

■西立面イメージ

2020
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公共空地等の整備

周辺との調和を考

南側広場について
は、避難場所とし周辺との調和を考

え、沿道には高木
を列植し「みどり
の軸」の充実を図
る。

道路境界線から２
ｍセットバックし、
街路歩道と一体的

は、避難場所とし
て使用できる面積
の確保するため、
単独木として植栽
する。

東側敷地整備との
連携を考慮し、公
開空地部境界には

21

街路歩道と 体的
な広幅員の歩道を
整備。

フェンス等の囲い
を設けずオープン
とする。

21

２．施設計画の概要

★中野区第九中学校・中央中学校統合新校

（３）中野区立第九中学校・中央中学校統合新校
の整備について

中野四丁目地区地区計画

22
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位置図

早稲田通り

23

計画の概要

名称 中野区立第九中学校・中央中学校統合新校

用途 学校（中学校）

生徒数 約470人

教職員数 約30人

着工時期 平成24年4月（予定）

供用開始時期 平成26年4月（予定）
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建築物の概要

敷地面積 約10,720㎡（早稲田通り拡幅前、約11,250㎡）

延べ面積 約12,500㎡（容積対象床面積約12,400㎡）

容積率 約116％

建築面積 約3,100㎡

建ぺい率 約29％

階数 地下1階、地上5階

建物高さ 約27建物高さ 約27ｍ

駐車台数 3台

駐輪台数 45台（教職員用15台、外来用30台）

25

イメージパース

26
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配置計画

早稲田通り

27

公共空地等の整備

早稲田通りと都市計
画公園を結ぶ歩行者
通路（幅員４ｍ）の
整備を行い、歩行者
ネットワークを形成

早稲田通り(みどりの軸、主たる歩行者動線)
早稲田通り拡幅への
敷地提供を行い、広
域的な交通ネット
ワークの確保や歩行
者動線の確保に貢献
する。

広幅員歩道と一体的
な緑地（幅員２ｍ）
の整備を行い、みど
りあふれる歩行者空
間を形成する。

クを 成
する。

地域開放等で利用す
るみどりあふれる通

する。

都市計画公園と一体

的な校庭としてオー

プンスペースの連続

性の確保や防災機能

の拡充を図る。また、

地域に配慮し、コるみどりあふれる通
路スペースを確保す
る。

区画街路第１号線(緑の軸、沿道歩行者動線)

都市計画公園

都市計画公園

域 慮 、

ミュニティの場とし

て活用する。

28
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風環境

• 計画建物建設前

領域区分
年平均風速相当

（累積頻度55％の風速）
日最大風速の年平均相当
（累積頻度95％の風速）

記号

Ａ 住宅地相当 ≦1.2m/s ≦2.9m/s

Ｂ 低中層市街地相当 ≦1.8m/s ≦4.3m/s

Ｃ 中高層市街地相当 ≦2.3m/s ≦5.6m/s

Ｄ 強風地域相当 ＞2.3m/s ＞5.6m/s

29

風環境

• 計画建物建設後（対策後）

領域区分
年平均風速相当

（累積頻度55％の風速）
日最大風速の年平均相当
（累積頻度95％の風速）

記号

Ａ 住宅地相当 ≦1.2m/s ≦2.9m/s

Ｂ 低中層市街地相当 ≦1.8m/s ≦4.3m/s

Ｃ 中高層市街地相当 ≦2.3m/s ≦5.6m/s

Ｄ 強風地域相当 ＞2.3m/s ＞5.6m/s

30
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２ 施設計画の概要

★日影の影響について

２．施設計画の概要

（４） 日影の影響について

中野四丁目地区地区計画

31

環境（複合日影への配慮）

• 区域内の複数建築物を一つの敷地にあるものとみなしたときの区域外に
生ずる日影

3h-2h,4m

32
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環境（複合日影への配慮）

4h-2.5h,4m

33

★地区計画の変更原案の概要

中野四丁目地区地区計画

３．地区計画の変更案の概要

34
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地区施設

地区整備計画（地区施設）

歩行者通路３号
（幅員4ｍ、延長約150ｍ）

歩行者通路４号
（幅員4ｍ、延長約110ｍ）

構想線の廃止及び変更

緑地２号
（幅員2ｍ、延長約95ｍ）

歩道状空地６号
（幅員2ｍ、延長約230ｍ）

歩行者通路
（構想）

歩行者通路
（構想）

廃
止

2-1

3-1

3-2

区域２
区域３

広場２号
（面積約1,000ｍ）

歩道状空地７号
（幅員2ｍ、延長約55ｍ）

都市計画公園
（同時決定）

広場（構想）

3-3

35

区域２－１ 区域３－１ 区域３－２ 区域３－３

面積 約1.2ha 約0.5ha 約1.2ha 約0.7ha
容積率の

最高限度
370% － － －

地区整備計画（建築物等に関する事項：全体）

建築物等に関する事項

敷地面積の

最低限度
0.6ha 0.3ha 0.6ha －

高さの

最高限度

45m
建築基準法施

行令第2条第1
項第六号に定

める高さとする。

37ｍ
建築基準法施

行令第2条第1
項第六号に定

める高さとする。

30ｍ
建築基準法施

行令第2条第1
項第六号に定

める高さとする。

－

高 す 。 高 す 。 高 す 。

形態又は色

彩その他の

意匠の制限
（※）

１）建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街並

み形成に配慮するなど周辺環境と調和したものとする

２）屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩行者空間と調和の取

れたものなどとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配

慮がなされ、良好な都市景観の形成に寄与するものとする。

※「形態又は色彩その他の意匠の制限」は現地区整備計画から変更なし。
36
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●壁面の位置の制限

区域２－１

建築物の外壁又はこれに代わる柱

地区整備計画（建築物等に関する事項：壁面の位置の制限①）

建築物等に関する事項

は、計画図に示す壁面線を越えて建

築してはならない。ただし、次の各

号の一に該当する建築物の部分に対

しては、適用しない。

(1)歩行者デッキ、階段、スロープな

ど円滑な交通ネットワークの形成に

資する建築物等の部分及び公共公益

施設

(2)道路から地下駐車場に通ずる車路

(3)歩行者の快適性及び安全性を確保

するために必要な庇等

37

●壁面の位置の制限

区域３－１ 区域３－２

建築物の外壁又はこれに代わる柱 建築物の外壁又はこれに代わる柱

地区整備計画（建築物等に関する事項：壁面の位置の制限②）

建築物の外壁又はこれに代わる柱

は、計画図に示す壁面線を越えて建

築してはならない。ただし、次の各

号の一に該当する建築物の部分に対

しては、適用しない。

(1)歩行者デッキ、階段、スロープな

ど円滑な交通ネットワークの形成に

資する建築物等の部分及び公共公益

建築物の外壁又はこれに代わる柱

は、計画図に示す壁面線を越えて建

築してはならない。ただし、次の各

号の一に該当する建築物の部分に対

しては、適用しない。

(1)歩行者デッキ、階段、スロープな

ど円滑な交通ネットワークの形成に

資する建築物等の部分及び公共公益資する建築物等の部分及び公共公益

施設

(2)道路から地下駐車場に通ずる車路

(3)歩行者の快適性及び安全性を確保

するために必要な庇等

資する建築物等の部分及び公共公益

施設

(2)歩行者の快適性及び安全性を確保

するために必要な庇等

38
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●壁面の位置の制限
地区整備計画（建築物等に関する事項：壁面の位置の制限 図面）

3-2

2-1

3-1

１号壁面
GL+100ｍ以上
壁面後退10ｍ

２号壁面
GL+100ｍ以上
壁面後退10ｍ

３号壁面
GL+100ｍ以上
壁面後退10ｍ

3-3

道路又は都市計画公園
及び敷地境界線

GL+50ｍ以上100ｍ未満
壁面後退8ｍ

GL+10ｍ以上50ｍ未満
壁面後退6ｍ

GL+10ｍ未満
壁面後退2ｍ 敷地

道路又は都市計画公園及び
都市計画公園見通し線

GL+50ｍ以上100ｍ未満
壁面後退8ｍ

GL+10ｍ以上50ｍ未満
壁面後退6ｍ

GL+10ｍ未満
壁面後退4ｍ 敷地

道路又は都市計画公園及び
都市計画公園見通し線又は

地区施設中心線及び
地区施設中心見通し線

GL+100ｍ未満
壁面後退8ｍ

敷地

39

★地区計画の変更原案の概要

中野四丁目地区地区計画

４．関連する都市計画の変更案の概要等

40
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中野中央公園の変更

41

高度地区の変更 防火地域及び準防火地域の変更

高度地区の廃止

準防火地域の
防火地域への変更

42
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地区計画の原案の縦覧
平成２３年３月３０日～４月１２日

変更原案の説明会
（区域内関係地権者対象）

平成２３年３月２４日

都市計画の案の作成

今後のスケジュール（予定）

都市計画の案の作成

都市計画の案の説明会（本日）

都市計画の案の公告・縦覧

関係区の住民及び

平成２３年 ６月１日
から １５日

平成２３年 ５月２０日

区域内の土地の所
有者及び利害関係
人等の意見書受付

（４月１９日まで）

中野区都市計画審議会平成 年 月下旬

東京都都市計画審議会

関係区の住民及び
利害関係人等の意
見書受付

（縦覧期間中）
平成２３年 ７月下旬

平成２３年 ８月中旬 都市計画決定 告示・縦覧

中野区都市計画審議会平成２３年 ６月下旬

43

縦覧場所等

縦覧場所
（東京都）
都市整備局都市づくり政策部都市計画課
東京都庁第二本庁舎２１階北側 ０３－５３８８－３２１３（直通）

（中野区）
都市基盤部都市計画担当
中野区役所 ９階 ０３－３２２８－８９６４（直通）

意見書の提出先
（地区計画に関して）
〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１

※都市計画公園、高度地区、防火地域の縦覧は、中野区役所のみ

東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
０３－５３８８－３２２５（直通）

（都市計画公園、高度地区、防火地域に関して）
〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１
中野区都市基盤部都市計画担当
０３－３２２８－８９６４（直通）
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